
      平成１６年９月１７日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

滅菌ガス浄化処理装置 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

病院及び企業においてガス滅菌器による処理後のガスを大気中に排出する前に、

これを無害な物質（ＣＯ２、水蒸気）に分解することを目的とする機器である。 

滅菌器より送られてきたガス（酸化エチレン）を空気で希釈した後、電気ヒータ

ーにより予熱し酸化触媒（白金触媒）で酸化し分解する。 

 

○構造、仕様、意匠 

送風用電動ブロア、触媒予熱用電気ヒーター、ガス内湿度による結露防止用気化

器ヒーター及び制御盤により構成される。 

 

電動ブロア  ：三相２００Ｖ、０．２ｋＷ 

電気ヒーター ：三相２００Ｖ、７．２ｋＷ 

気化器ヒーター：単相２００Ｖ、０．３５ｋＷ 

外形寸法：幅７０㎝×奥行き５５㎝×高さ１８３㎝ 

 

○主な使用者、販売先 

 病院、企業等 

  

 

２ 対象・非対象の解釈 

 

電気用品安全法上、非対象として取り扱う。 

 

（理由） 

 滅菌器より送られてきたガスを処理する機器であり、空気清浄機とは言い難い。

 

電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 


